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文化財の新規指定について 

 

文化庁の文化審議会（会長 島谷
しまたに

 弘幸
ひろゆき

 氏）は、令和８年３月２６日（木）に開催さ

れる文化審議会において、国指定重要文化財（美術工芸品）の新規指定を文部科学大臣に

答申する予定です。 

今回の答申には新規指定として飛驒市に所在する「岐阜県
ぎ ふ け ん

島
しま

・塩屋
し お や

金
きん

清
せい

神社
じんじゃ

遺跡
い せ き

出土品
しゅつどひん

」

が挙がっています。今回の指定により、県内における国重要文化財（美術工芸品）の件数

は１０８件になります。 

 

 

記 

 

文化財の種類 文化財の名称 文化財の所有者（保管施設） 

重要文化財 

（美術工芸品） 
岐阜県島・塩屋金清神社遺跡出土品 飛驒市（飛驒の山

さん

樵館
しょうかん

） 
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岐阜県島・塩屋金清神社遺跡出土品 

・年 代：縄文時代 

・所有者：飛驒市（保管施設：飛驒の山樵館） 

・員 数：一括（点数：２８４点、附９３点） 

・概 要： 

島遺跡と塩屋金清神社遺跡は、飛驒市宮川

町の深い渓谷を流れる宮川に面し立地する、

石棒製作の痕跡を残す遺跡である。近傍の山

中からは石棒の素材に適する溶結凝灰岩（通

称「塩屋石」）が採取可能である。島遺跡は縄

文時代中期の集落遺跡で、大型石棒やその未

成品及び工具類が出土している。塩屋金清神

社遺跡では集落下の崖地が調査されており、

縄文時代後期から晩期における小型石棒やそ

の未成品・工具類が発見されている。 

これらは、両遺跡の出土品を併せることで、

縄文時代中期から後・晩期における「塩屋石」

製石棒製作の様相と形態の変遷をよく示す一

括となる。素材産出地が判明していることに

加え、縄文時代の代表的な祭祀遺物である石

棒の製作工程がわかり、石棒の製作方法を理

解するためのきわめて重要な基準資料である

ことから、高い学術的価値を有する。 

画像提供：飛驒市 


